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はじめに 

島根大学（以下「本学」という）の施設整備においては、文部科学省の「国立大学法人等施設整備５か年計画」

等を踏まえ、本学キャンパスマスタープラン（以下「本学ＣＭＰ」という）に基づき、計画的な施設整備を行ってい

くとともに、その方策となる施設マネジメントを推進するなど、これまでも施設の老朽改善に資する様々な取組を

行ってきた。一方、近年における国の厳しい財政状況のもと、今後、本学においても建設後５０年以上経過する

建物が急増する中、これらの施設を全て改築することは現実的に困難であり、日々の点検等により、老朽化の

状況を的確に把握した上で、施設の老朽度や重要度による修繕等の優先順位、予算の平準化及びトータルコ

ストの縮減等を加味した計画を策定し、同計画に基づき、効果的・効率的に施設の長寿命化を図り、良好な状

態の維持や安全性の確保に努めていく必要がある。このことから、今後、本学における施設の維持管理等を中

長期的な視点から着実に行っていくため、ここに「島根大学インフラ長寿命化計画」（以下「本計画」という）を策

定し、これにより、施設の長寿命化に向けた取組を一層推進していく。 

１．計画期間 

本計画の計画期間は、文部科学省のインフラ長寿命化計画（個別施設計画）における留意点及び本学ＣＭ

Ｐとの関連性等を踏まえ、ライフサイクルコスト等（平準化後の費用を含む）の算定に係る計画期間については、

長寿命化型のライフサイクルにおける今後の改修及び改築時期のピークが確認でき、将来を見据えたライフサ

イクルコストの平準化の検討が可能となる６０年間とし、ライフサイクルコストの平準化により把握した必要額等を

参考に計画する、直近の個別施設計画（建物や部位別の整備内容や金額等を整理した年次計画）の計画期間

については１０年間とする。 

２．対象施設 

本学が保有する各施設のうち、安全性、経済性や重要性の観点から、計画的な点検・診断、修繕・改修等の

取組を実施する必要性が考えられる主な施設等は次のとおり。なお、個別施設計画の見直しを踏まえ、必要に

応じて追加等の修正を行う。 

（１）建物等

本学の教育研究活動等を行っていくために必要となる建物等のうち、今後も長期的な活用が見込まれる中規

模・大規模施設（予防保全で計画）及びその他の小規模施設等（予防保全又は事後保全で計画）について、「５．

中長期的なコストの見通し （１）施設総量の最適化に向けた保全区分」に示す。このほか、外構や工作物等に

ついても、個別施設計画を見直す際に具体的な内容を検討する。 

（２）基幹設備（ライフライン）等

本学の教育研究活動等に不可欠な電力、ガス、通信、情報、給排水及び空調等を維持するために必要とな

る建築設備の主要・幹線部分は次のとおり。このほか、空調設備本体やエレベーター等についても、基幹設備

（ライフライン）として特化した整備が行えるよう、建物の個別施設計画と切り離して計画することも考える。

建 築 設 備 の 主 要 部 分 建 築 設 備 の 幹 線 部 分 

特 別 高 圧 受 変 電 設 備 屋 外 給 水 管 

自 家 発 電 設 備 屋 外 ガ ス 管 

中 央 監 視 制 御 設 備 屋 外 排 水 管 
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受 水 槽 設 備 屋 外 冷 暖 房 管 

排 水 処 理 設 備 屋 外 電 力 線 

冷 房 熱 源 設 備 屋 外 通 信 線 

暖 房 熱 源 設 備  

 

３．対象施設の現状と課題 

各キャンパスが保有する建物及び基幹設備（ライフライン）等の「老朽化状況」「点検・診断等の実施状況」「対

策の実施状況」等は次のとおり。なお、「個別施設計画」を見直す上で、老朽化状況や点検・診断の実施状況

等を把握することが必須であるが、今後、新たに把握する必要が生じた場合、把握できた段階で改めて示す。 

 

（１）老朽化の状況 

これまで、耐震化の早期完了に向けた整備が進められてきた反面、老朽改善整備は遅れを生じている。老朽

施設の改善需要に関しては、近年の耐震化に併せた老朽改善等により減少傾向にはあるが、これまで経年２５

年以上の建物を要改修の判定対象としてきたのに対し、今後は施設の長寿命化を図るために早期の性能維持

改修が必要なことから、判定対象の建物を経年２０年以上に変更したため、２０２１年度末の時点で、約１０．６万

㎡（保有面積の約３７％）の要改修建物が残る結果となった。また、基幹設備（ライフライン）については、近年の

更新により給排水管等の老朽改善が進んだものの、依然として耐用年数を超えるものの割合が高く、今後、老

朽化が原因で電気設備やガス設備、給排水設備等の故障や事故が増加し、教育研究活動の中断や学生等の

怪我などが頻発することが危惧される。特に、道路等の下に埋設され、普段目にすることのない水道やガス管及

び排水管並びに電気や電話のケーブル等については、耐用年数の倍以上経過しているものの割合が高く、老

朽化の状況把握が不十分な配管・ケーブル等が数多くあるため、それらについては、今後、適時に老朽化の状

況把握に努めるとともに適切な維持管理を行う必要がある。本学の建物等における「改修済」「一部改修済」「未

改修」の面積及び基幹設備（ライフライン）等における経年別（「耐用年数未満」「耐用年数以上」「耐用年数の

倍以上」）の割合は次のとおり。 

 

＜建物等＞ 

○本学全体 

 

 

 

○松江キャンパス（川津） 
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【主な要改修建物】 

体育館、トレーニングセンター、総合理工学部１号館（情

報棟）、総合情報処理センター、第二食堂、保健管理セ

ンター、課外活動施設、遺伝子実験施設、第２体育館 

 

○出雲キャンパス（塩冶） 

 

 

【主な要改修建物】 

大学会館、中央機械室、ＲＩ・動物実験施設、事務棟、医

学部会館、第二共同研究棟、地域未来協創本部、体育

館、第三研究棟 

 

○附属学校キャンパス（大輪） 

 

 

【主な要改修建物】 

附属義務教育学校後期課程体育館、学習・生活支援研

究センター、附属義務教育学校前期課程体育館、附属

義務教育学校後期課程屋内運動場 

 

○フィールド教育研究キャンパス他（三瓶、本庄、隠岐、江島、北陵、菅田等） 
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【主な要改修建物】 

（本庄）植物工場支援・研究施設及び作業場、管理

棟、実験室棟、（隠岐）隠岐臨海実験所、（江島）管理

棟、実験棟、地域未来協創本部 

 

＜基幹設備（ライフライン）等＞ 

○本学全体 

 

○松江キャンパス（川津） 
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○出雲キャンパス（塩冶） 

 

 

○附属学校キャンパス（大輪） 

 

（２）点検・診断等の実施状況 

本学が保有する建物及び基幹設備（ライフライン）等の長寿命化を着実に進めていくためには、これらの施設

を定期的に点検・診断し、老朽化の状況を把握することが重要である。このため、法律で定められた特殊建築物

等定期報告（１２条点検）などのほか、今後は経年による施設の機能陳腐化等により、教育研究活動の高度化・

多様化、国際競争力の強化、産学官連携の推進などの教育研究上の取組に支障が生じていないか、また、バ

リアフリーや省エネなど社会的要請に対応できているかなどを適時に確認し、更なる機能向上を図っていくこと

も必要と考える。本学における主な点検・診断等の実施状況は次のとおり。 

＜点検の実施状況＞ 

点検項目 
主な規範・基準類 

法律 学内規則 保守仕様書 自主パトロール 

建
築
物 

建築物全般 ①   ⑬ 

自動ドア   ○  

防災設備 ⑦、⑧  ○  
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ルーフドレン類   ○  

建
築
設
備 

建築設備全般 ②、③   ⑬ 

昇降機設備 ②  ○  

電
気
設
備 

変電設備 ⑥ ⑪ ○  

発電設備 ⑥、⑦ ⑪ ○  

蓄電設備 ⑥、⑦ ⑪ ○  

通信設備   ○  

防災設備 ⑦  ○  

機
械
設
備 

空調設備 ⑫  ○  

給排水設備 ⑨、⑩  ○  

水質測定 ④、⑤  ○  

防災設備 ⑦  ○  

番号 主な規範・基準類の詳細等 

① 特定建築物等定期報告 建築基準法第１２条第１項 

② 建築設備定期報告 建築基準法第１２条第３項 

③ 省エネ法定期報告 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第７５条２項第３項 

④ 排水濃度計量証明書 下水道法第１２条第１２項 

⑤ 浄水水質検査結果書 水道法 

⑥ 電気設備定期点検 電気事業法第４２条 

⑦ 消防設備点検 消防法第１７条第３項第３項 

⑧ 防災管理点検 消防法第３６条 

⑨ 
専用水道の維持管理 水道法 

簡易専用水道の維持管理 水道法 

⑩ 実験排水設備点検 水濁法 

⑪ 自家用電気工作物の点検 国立大学法人島根大学自家用電気工作物保安規定 

⑫ フロン排出抑制法 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

⑬ 自主パトロール 施設担当職員による自主的なパトロール（定期・随時） 

＜診断の実施状況＞ 

○点検時の点検業者による一次診断 

○点検報告検収時の施設担当職員による二次診断 

○保守メンテナンス業者による修繕診断（緊急対応） 

○施設担当職員による建物劣化度診断 

○専門業者による配管系腐食調査による診断 

 

（３）対策の実施状況 

本学においては、施設に対する定期的な点検・診断の結果を踏まえ、日常的な修繕や大規模な改修等の対

策をこれまでも実施しているが、後述する「５．中長期的なコストの見通し」に示すとおり、今後、より計画的に行う

ことで、施設の安全を確保するとともに、維持管理等に係る中長期的なトータルコストを抑制し、長寿命化を図っ

ていく。 
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（４）老朽施設の計画的対策の必要性 

本学においても、施設の維持管理等を継続的に実施しているが、施設整備をめぐる財政状況が厳しい中、将

来にわたって安定的に整備充実を図っていくため、膨大な管理施設について、最大限有効活用を図りつつ、計

画的な修繕・改修等の対策を進めることがより一層重要である。特に、管理施設のうち、老朽化が進行している

基幹設備（ライフライン）については、未然に事故を防止し、研究機能等を確保するため、整備実態の把握及び

的確な点検を進め、計画的に対策を実施することが重要である。このため、各施設の具体的な対応方針を定め

る「個別施設計画」の継続的な見直しが必要である。 

 

４．必要施策に係る取組等 

「３．対象施設の現状と課題」を踏まえ、今後、メンテナンスサイクル構築による施設の長寿命化を着実に実現

するため、「優先順位」「トータルコストの縮減」「予算の平準化」「財源の確保」等の観点から、本学における取組

の方向性や課題を解決するための方策、「個別施設計画」の策定方針等は次のとおり（本学ＣＭＰの「施設マネ

ジメント（活用方針）」より抜粋）。 

 

（１）仕組み・体制の強化 

本計画に基づき、中長期的な視点から、本学施設の修繕・改修等を持続・発展的に行っていくことにより、施

設の老朽度や重要度に応じた効果的・効率的な長寿命化を図る。その際、これまでと同様に、本学の「事業評

価システム」を活用し、適切な評価や手続きに基づく事業選定を行い、施設・設備整備委員会等の学内会議に

おいて了承を得る。また、執行状況についても同学内会議において説明及び報告を行う。そのほか、施設の維

持管理に係る研修・講習等へ積極的に参加し、施設担当職員の質的向上を図る。 
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（２）建物の劣化状況調査等に基づく定期的な点検の実施 

引き続き、建築基準法上、１２条点検が義務付けられていない管理施設についても、損傷、腐食、劣化等によ

り安全性が損なわれていないかなど、より具体的な施設の状態が確認できるよう、建物の劣化状況調査等（非構

造部材等を含む）に基づく定期的な点検・施設パトロールを実施していく。 

 

（３）情報基盤の整備と活用（施設データベースの一元化） 

点検・診断結果に基づいた個別施設計画の見直し、今後の対策費用の推計、対策の実施、更には、その後

のメンテナンスサイクルの継続的な実施を着実に効率的に行うためには、基礎情報として、施設や棟ごとの点

検・診断の結果、その後の対応状況等を記録し、その情報を関係部局で共有し、有効的に活用していく必要が

ある。そこで、本学における情報基盤の整備と活用を促進するため、各担当において個別に管理していたデー

タベース等を一元化した「施設カルテ」を整備することにより、情報の蓄積・共有・活用がより円滑に行える環境

を構築する。 
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（４）個別施設計画の見直し（計画的な修繕・改修等） 

本学における管理施設の計画的な修繕・改修等を図るため、「２．対象施設」に示す建物及びライフライン（基

幹設備）等の「個別施設計画」について、随時見直しを行うとともに、本学ＣＭＰにおいても、施設の長寿命化等

に関する考え方を反映し、同ＣＭＰのアクションプラン（個別事業）の中で、個別施設計画に基づく、計画的かつ

着実な修繕・改修等を行っていく。 

 

（５）予算管理・安定財源の確保 

老朽化した膨大な管理施設を良好な状態に保つためには、施設の長寿命化に係るメンテナンスサイクルを

構築し、トータルコストの縮減や予算の平準化を図ることが重要である。本学においても、後述する「５．中長期

的なコストの見通し」に示すとおり、中長期修繕計画によるトータルコストの縮減や予算の平準化に関する検討

を行い、各部局より一定の負担額を拠出するほか、学長裁量経費等により、必要な財源の確保に努めてきたと

ころであるが、今後、本計画に基づいた管理施設の長寿命化を着実に進めることができるよう、引き続き、必要

な財源の安定的な確保に努める。また、施設の老朽改修等による修繕費の削減や高効率機器の導入による省

エネ化等、施設の維持管理費削減分を新たな環境整備に活用する「好循環リノベーション」についても検討を

行っていく必要がある。 

 

（６）新技術等の活用 

再生可能エネルギーの導入等を通じた省資源・省エネルギーを促進するため、太陽光発電装置を導入する

など、再生エネルギーを最大限活用するとともに、先導的な環境配慮技術や高度情報通信技術（ＩＣＴ）などの

スマート化アイテムを導入することにより、「見える化」「知らせる化」「抑える化」を促進し、「エネルギーの最適化

によるランニングコスト削減」「容易な維持管理による維持管理費削減」「キャンパスの省エネ及び低炭素化」を

図る。 

 

５．中長期的なコストの見通し 

インフラ長寿命化等に係るトータルコストの縮減を図り、必要な予算の確保を進めていくためには、中長期的

な将来の見通しを把握し、それを一つの目安として戦略を立案し、必要な取組を進めていくことが重要である。

このことから、本学の教育研究施設等において、「３．対象施設の現状と課題」を解消するための費用として、中

長期における維持管理、大規模改修及び改築等の観点から、中長期的なコストの見通しを次のとおり示す。な

お、「３．対象施設の現状と課題」で記述した、新たに把握する必要が生じた部分については、今後把握できた

段階で改めて「中長期コストの見通し」を示す。 

 

9



 
 

（１）施設総量の最適化に向けた保全区分 

 

※今後、廃止・改築・集約化等の検討が必要

※今後必要な費用 修繕費／中規模・大規模改修費／とりこわし・改築費等

○主な財源 ： 教育研究施設等 施設整備費補助金等（今後、概算要求による整備が考えられる施設）

福利厚生施設等 自己資金等

○対象施設：計７４棟　約１８．５万㎡ ：旧耐震基準の建物（１９８１年以前） ：新耐震基準の建物（１９８２年以降）

総合理工学部２号館 講義棟 附学（前期）多目的教室 （本庄）植物工場支援・研究施設

法文学部校舎 実習棟 附学（後期）校舎 　　　　 及び作業場

エスチュアリー研究センター 体育館 附学（後期）体育館 （本庄）実験室棟

体育館 中央機械室 附学（前期）体育館 （隠岐）隠岐臨海実験所

生物資源科学部３号館 基礎研究棟 附学（後期）屋内運動場

生物資源科学部２号館 臨床・共同研究棟 山陰教員研修センター

教養講義室棟１号館 臨床講義棟

教育学部実験研究室棟 ＲＩ・動物実験施設

教養講義室棟２号館 図書館

図書館 武道場

総合理工学部１号館（本館） 第二研究棟

総合情報処理センター

生物資源科学部２号館（大学院棟） 第二研究棟 附学（前期）体育館 （隠岐）隠岐臨海実験所

図書館 第二共同研究棟 附学（後期）屋内運動場 （北陵）地域未来協創本部

総合理工学部１号館（大学院棟） 第三研究棟 附学（前期）北校舎

総合情報処理センター ＲＩ研究棟

総合理工学部１号館（情報棟） 看護学科棟

遺伝子実験施設 特高変電棟

第２体育館 ＲＩ・動物実験施設

プール棟

武道場

総合理工学部３号館

生物資源科学部１号館

特高受変電棟

学生センター 事務棟 附属幼稚園園舎 （本庄）管理棟

本部棟 地域未来協創本部 学習・生活支援研究センター （江島）管理棟

学生食堂 （江島）実験棟

トレーニングセンター （三瓶）庁舎

第二食堂 大学会館 （菅田）国際交流会館

保健管理センター 国際交流会館

課外活動施設

大学会館

学生支援センター

大学ホール

※今後、廃止・改築・集約化等の検討が必要

※今後必要な費用 修繕費／中規模改修費／とりこわし・改築費等

○主な財源：自己資金等

○対象建物：計４５棟　約１．０万㎡ ：旧耐震基準の建物（１９８１年以前） ：新耐震基準の建物（１９８２年以降）

林産加工場、農業機械実験室、 廃水処理施設管理室 ボイラー室 農産加工場、システム化施設温室、

水利実験室、製材加工場、温室、 園芸生産システム温室、

動物実験飼育室、環境安全施設、 製茶加工場、農機具庫

車庫、倉庫等

弓道練習場、多目的共用施設、 第三共同研究棟、第四共同研究棟、 堆肥置場、倉庫等

温室、倉庫等 チュートリアル教室、学童保育施設

※今後、廃止・改築・集約化等の検討が必要

※今後必要な費用 修繕費／とりこわし・改築費等

○主な財源：自己資金等

○対象建物：計５２棟　約０．４万㎡ ：旧耐震基準の建物（１９８１年以前） ：新耐震基準の建物（１９８２年以降）

工作センター、守衛室、物品庫、 器材庫等 附学（後期）プール附属屋、 堆肥舎、ボイラー室、果樹作業場、

体育器具庫、危険物貯蔵庫、 収納舎等

倉庫等

学生市民交流ハウス、物品庫、 体育器具庫、プール附属屋、 附学（前期）プール附属屋、 温室、倉庫等

光物性実験室、液体窒素管理室、 実験廃液倉庫、井水ポンプ室、 給食控室、倉庫等

中央監視室棟、体育器具庫、 器材庫等

リサイクルステーション、倉庫等

自
己
資
金
等

フィールド教育研究キャンパス（本庄）

フィールド教育研究キャンパス（本庄）

その他の小規模施設等（事後保全で計画）
→

【凡例】

財源 松江キャンパス（川津） 出雲キャンパス（塩冶） 附属学校キャンパス（大輪）

自
己
資
金
等

財源 松江キャンパス（川津） 出雲キャンパス（塩冶） 附属学校キャンパス（大輪）

【凡例】

財源 松江キャンパス（川津）

＜教育研究施設及び福利厚生施設等＞

中規模・大規模施設等（予防保全で計画）
→

→
→

施
設
整
備
費
補
助
金
等

フィールド教育研究キャンパス他

【凡例】

その他の小規模施設等（予防保全で計画）
→

自
己
資
金
等

出雲キャンパス（塩冶） 附属学校キャンパス（大輪）
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※今後、廃止・改築・集約化等の検討が必要

※今後必要な費用 修繕費／中規模・大規模改修費／とりこわし・改築費等

○主な財源 ： 大規模改修等（病院再整備） 施設整備費補助金等（今後、概算要求(財投)による整備が考えられる施設）

中規模改修等 病院収入等

○対象施設：計１３棟　約７．７万㎡ ：旧耐震基準の建物（１９８１年以前） ：新耐震基準の建物（１９８２年以降）

外来・中央診療棟

A・B病棟

看護師宿舎

高エネルギー診療棟

外来・中央診療棟

A・B病棟

MRI-CT装置棟

病歴室

RI排水処理施設

流入ポンプ室

C病棟

マニホールド室

高度外傷センター

立体駐車場

みらい棟（地域医療支援センター）

※今後、廃止・改築・集約化等の検討が必要

※今後必要な費用 修繕費／中規模改修費／とりこわし・改築費等

○主な財源：病院収入等

○対象建物：計３棟　約０．１万㎡ ：旧耐震基準の建物（１９８１年以前） ：新耐震基準の建物（１９８２年以降）

だんだんハウス（入院児童等家族宿泊施設）

保育所

医学部会館

※今後、廃止・改築・集約化等の検討が必要

※今後必要な費用 修繕費／とりこわし・改築費等

○主な財源：病院収入等

○対象建物：計１棟　約０．００５万㎡ ：旧耐震基準の建物（１９８１年以前） ：新耐震基準の建物（１９８２年以降）

器材庫

病
院
収
入
等

病
院
収
入
等

→
→

附属病院（塩冶）

その他の小規模施設等（事後保全で計画）

【凡例】

財源

附属病院(塩冶)

＜附属病院等＞

中規模・大規模施設等（予防保全で計画）
→

病
院
収
入
等

その他の小規模施設等（予防保全で計画）
→

【凡例】

附属病院（塩冶）

財源

施
設
整
備
費
補
助
金
等

（
財
投

）

【凡例】

財源

→

病院再整備までの間に必要な中規模改修等に

ついては、病院収入等で対応する必要がある。
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（２）施設の長寿命化に資するライフサイクル（建設～廃止） 

 

 

ライフライン関係の更新周期（目標値）                                   【別紙１】 

 対象施設・種別 

主な更新周期等 

適正化法

（年） 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ

（年） 

目標値 

（年） 

基
幹
設
備
等 

①特高受電設備 １５ ３０ ３０ 

②高圧受電設備 １５ ３０ ３５ 

③自家発電設備 １５ ３０ ３０ 

④中央監視設備 ５ １５ ２０ 

⑤受水槽設備 
ＦＲＰ 

１５ ３０ 
４０ 

ＳＵＳ ５０ 

⑥排水処理設備 １５ ３０ ４０ 

⑦冷凍機設備 １５ １５ ３５ 

⑧ボイラー設備 １５ ２０ ２０ 

⑨新エネルギー設備（太陽光発電設備等） ９ ３０ ３０ 

⑩無停電電源装置 ６ １５ ２５ 

⑪直流電源装置 ６ １５ ２５ 

⑫電話交換機 １５ １５ ２０ 

⑬自動火災報知設備 Ｐ型 ８ ３０ ４０ 

Ａ 約２０年後 Ｂ 約４０年後  約６０年後  約８０年後 約９０年後

【主な改修内容】 【主な改修内容】 【主な改修内容】 大規模改修は

Ａ 約２０年周期で改修 ○ 屋上防水 ○ Ａ の内容 ○ Ａ の内容 行わず、点検・ ○ 廃止

Ｂ 約４０年で改修 ○ 外壁 ○ 給排水設備 修繕で対応　 ｏｒ

○ 照明設備等 ○ 内装等 ○ 改築等

※大規模改修の時期が近いものについては中規模改修を省略し、大規模改修時に解消することでトータルコストを削減

※附属病院等は再開発の時期を踏まえて実施

Ｃ 約２０年後 Ｄ 約３０年後 Ｅ 約４０年後 約６０年後

【主な更新内容】 【主な更新内容】 【主な更新内容】

○ 空調設備 ○ エレベータ－ ○ Ｃ の内容 ○ Ｃ の内容

○ 中央監視 ○ 特高受変電 ○ 主配管・配線 ○ D の内容

○ 電話交換機 ○ 高圧受電 ○ 受水槽

Ｃ 約２０年周期で更新 ○ 電源装置等 ○ 自家発電 ○ 排水処理設備等

D 約３０年周期で更新 ○ 放送設備等

E 約４０年周期で更新

※ライフライン関係の更新周期（目標値）については【別紙１】を参照

ライフライン関係

【主な更新内容】

＜教育研究施設及び福利厚生施設等＞

建　物　関　係

【主な集約内容】

建設
【中規模改修】

性能維持

【大規模改修】

性能維持

＋

機能向上

【とりこわし】

長寿命化改修費用の

ピークが到来!!

更新費用の

ピークが到来!!

点検・修繕

設置

【中規模改修】

性能維持
点検・修繕 点検・修繕 点検・修繕

点検・修繕 点検・修繕 点検・修繕 点検・修繕
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Ｒ型 １５ ２０ 

⑭放送設備 １５ １５ ２０ 

⑮井水設備 １５ １５ ４０ 

⑯空調設備 

※ （  ）内の値は冷凍機の出力が

22kw 以下のものに限る 

ＥＨＰ 
１５ 

（１３） 
１５ 

２５ 

ＧＨＰ ２５ 

中央 ３５ 

⑰エレベーター設備 １７ ３０ ３０ 

配
管
・
配
線
等 

①屋外排水管（雨水） １５ ３０ ４０ 

②◆◆〃◆◆（汚水） １５ ３０ ４０ 

③◆◆〃◆◆（実験排水） １５ ３０ ４０ 

④屋外給水管 １５ ３０ ４０ 

⑤屋外冷暖房管（冷温水管） １５ ３０ ４０ 

⑥◆◆〃◆◆◆（蒸気管） １５ ３０ ４０ 

⑦屋外ガス管 １５ ３０ ４０ 

⑧屋外通信線（電話） １３ ３０ ４０ 

⑨◆◆〃◆◆（防災等） １０ ３０ ４０ 

⑩屋外電力線（高圧） １５ ３０ ３５ 

⑪◆◆〃◆◆（低圧） １５ ３０ ４０ 

⑫情報通信線（ＬＡＮ） １０ ３０ ４０ 

※１【適正化法】は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の財産処分制限期間を示す。 

※２【ライフサイクルコスト】は、「文献：平成１７年度建築物のライフサイクルコスト（監修／国土交通省大臣官房営繕部）」による計画更

新年数を示す。 

※３【目標値】は、本学が設定したライフラインの主な更新周期を示す。 
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（３）ライフサイクルコストの縮減及び平準化（優先度判定等） 

 

 

○　健全度： ※建物の各部位（屋根・屋上防水、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備）について、劣化状況を
　Ａ～Dの４段階で評価し、以下の算定式により１００点満点で数値化した評価指標
※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す
※健全度５０点未満の場合、優先的に長寿命化改修等の対策を講じる
※健全度の点数に関わらず、C・D評価の部位は、修繕・改修等が必要

○　算定式： 総和（①各部位の評価点×②各部位の重み）÷６０
※左記の「６０」は各部位の重みの和（加重平均している）

○　各部位の評価方法 ： 目視点検（１２条点検等）の結果を反映

劣化状況評価（健全度）による優先度判定

　前述した施設のライフサイクルを踏まえ、改修・更新等の時期を検討するが、建設・設置された時期や改修・
更新等の周期が重なることにより、各年度において必要な費用が大きく変動することは、毎年の予算編成を困
難なものとし、安定財源の確保という点で好ましくない。
　このことを解消するため、建物の劣化状況調査に基づく評価指標（以下「健全度」という）を活用した優先度
判定を行うことにより、同じ経年の建物であっても、健全度の低いものは前倒し、健全度の高いものは先送り
するなど、施設の長寿命化に必要な費用を平準化し、毎年の費用変動を最小限に抑制する計画とした。

※部位別の評価基準

広範囲に劣化
（安全、機能上、不具合発生の兆し）

早急に対応の必要がある
　安全、機能上、問題あり 経過年数にかかわらず著しい劣化
　躯体の耐久性に影響を与えている 事象がある場合
　設備が故障している

※劣化状況評価の例

評価

①評価点

良好 A

B

D 10

C

劣化

評価
①

評価点

17.2 22.4 8

100

75

40

部位

②重み

項目

部分的に劣化
（安全、機能上、大きな問題なし）

概ね良好

7.3

機械
設備

屋根
屋上
防水

60

屋根・屋上防水、外壁
　内部仕上、

　電気設備、機械設備

２０年未満

２０年～４０年

４０年以上
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75100 40 75 75

Ａ Ｃ Ｂ

計

5.1

Ｂ Ｂ

↓

健全度
100点
満 点

（510＋688＋1680＋600＋547.5）÷60＝

計算式

100

17.2 22.4 8 7.3

40 75 75 75

688

67

×
5.1
↓
510

× ×

1680 600 547.5

× ×

↓ ↓ ↓
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６．個別施設計画 

（１）教育研究施設及び福利厚生施設等 

 

【補助金等（大規模改修）】 

更新想定時期 

改修・更新等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２ ①（塩冶）ＲＩ・動物実験施設＜２－２＞、②（大輪）附学（後期）体育館 

（２） Ｒ５ ２０２３  

（３） Ｒ６ ２０２４ ①（塩冶）第二共同研究棟 

（４） Ｒ７ ２０２５ ①（川津）総合理工学部２号館［新学部］ 

（５） Ｒ８ ２０２６ ①社会実装ラボ（農業機械実験室、林産加工場、製材加工室）、②（大輪）附学（前期）体育館 

（６） Ｒ９ ２０２７ ①（川津）総合情報処理センター、②（川津）体育館 

（７） Ｒ１０ ２０２８ ①（隠岐）臨海実験所、②（本庄）管理棟・実験室棟、③（大輪）附学（前期）多目的教室 

（８） Ｒ１１ ２０２９ ①（塩冶）体育館、②（川津）総合理工学部 1 号館（情報棟） 

（９） Ｒ１２ ２０３０ ①（塩冶）第三研究棟、②（川津）教養講義室棟１号館 

（１０） Ｒ１３ ２０３１ ①（塩冶）図書館 
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【補助金等（中規模改修）】 

更新想定時期 

改修・更新等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２ 
①（北陵）地域未来協創本部（防水・外壁）、②（川津）生物資源科学部２号館（環境棟）（外壁） 

③（川津）特高受変電棟（防水・外壁） 

（２） Ｒ５ ２０２３ 
①（川津）生物資源科学部１号館（外壁）＜４－１＞ 

②（塩冶）看護学科棟（Ⅰ期）（防水）＜２－１＞ 

（３） Ｒ６ ２０２４ 
①（大輪）附学（後期）校舎（防水） 

②（塩冶）看護学科棟（防水・外壁）＜２－２＞ 

（４） Ｒ７ ２０２５ ①（川津）生物資源科学部１号館（防水） 

（５） Ｒ８ ２０２６ ①（川津）生物資源科学部３号館（防水・外壁）、②（川津）生物資源科学部１号館（外壁）＜４－２＞ 

（６） Ｒ９ ２０２７ ①（川津）生物資源科学部１号館（外壁）＜４－３、４－４＞、②（大輪）附学（後期）校舎（外壁） 

（７） Ｒ１０ ２０２８ 
①（川津）生物資源科学部２号館（Ⅰ期）（外壁）＜２－１＞、②（川津）生物資源科学部２号館（Ⅰ期）（防水） 

③（川津）生物資源科学部２号館（Ⅱ期）（防水） 

（８） Ｒ１１ ２０２９ 
①（川津）生物資源科学部２号館（Ⅰ期）（外壁）＜２－２＞、②（川津）生物資源科学部２号館（Ⅱ期）（外壁）、 

③（川津）法文学部校舎（防水）、④（川津）エスチュアリー研究センター（防水） 

（９） Ｒ１２ ２０３０ 
①（大輪）附学（前期）北校舎（外壁）、②（大輪）附学（前期）北校舎（防水） 

③（川津）エスチュアリー研究センター（外壁） 

（１０） Ｒ１３ ２０３１ ①（川津）総合理工学部１号館（本館）（防水・外壁）＜２－１＞、②（川津）法文学部校舎（外壁） 
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【補助金等（ライフライン更新）】 

更新想定時期 

改修・更新等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２ ①（塩冶）給水＜２－２＞、②（川津）非常放送設備 

（２） Ｒ５ ２０２３  

（３） Ｒ６ ２０２４ ①（川津）総合理工学部３号館熱源設備改修 

（４） Ｒ７ ２０２５ ①（川津）生物資源科学部１号館熱源設備改修 

（５） Ｒ８ ２０２６ ①（川津）ライフライン再生（構内通信設備） 

（６） Ｒ９ ２０２７ ①（大輪）基幹・環境整備（空調設備）※体育施設アリーナ空調 

（７） Ｒ１０ ２０２８ ①（川津）無停電電源設備・直流電源設備、②（塩冶）井水設備※医学部分 

（８） Ｒ１１ ２０２９ ①（川津）自家発電設備 

（９） Ｒ１２ ２０３０ ①（川津）特高受変電設備＜３－１＞、②（塩冶）自家発電設備＜２－１＞※医学部分 

（１０） Ｒ１３ ２０３１ ①（川津）特高受変電設備＜３－２＞、②（塩冶）自家発電設備＜２－２＞※医学部分 
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【補助金等（新増改築・取壊し）】 

想定時期 

新増改築・取壊し等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２  

(２) Ｒ５ ２０２３ 
①（川津）総合理工学部２号館（取壊し）、 

②（川津）材料エネルギー学部校舎（改築・増築）＜２－１＞［新学部］ 

（３） Ｒ６ ２０２４ 
①（川津）材料エネルギー学部校舎（改築・増築） ＜２－２＞［新学部］ 

②（川津）産学協創インキュベーションセンター［新築］ 

（４） Ｒ７ ２０２５  

（５） Ｒ８ ２０２６ ①（川津）社会実装ラボ整備（製材加工室（取壊し）） 

（６） Ｒ９ ２０２７  

（７） Ｒ１０ ２０２８  

（８） Ｒ１１ ２０２９  

（９） Ｒ１２ ２０３０  

（１０） Ｒ１３ ２０３１  
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※当面実施見送り 【自己資金等（大規模改修）】 

更新想定時期 

改修・更新等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２ ①（川津）課外活動施設＜４－１＞ 

（２） Ｒ５ ２０２３ ①（川津）課外活動施設＜４－２＞ 

（３） Ｒ６ ２０２４ ①（川津）課外活動施設＜４－３＞ 

（４） Ｒ７ ２０２５ ①（川津）課外活動施設＜４－４＞ 

（５） Ｒ８ ２０２６ ①（塩冶）大学会館＜４－１＞ 

（６） Ｒ９ ２０２７ ①（塩冶）大学会館＜４－２＞ 

（７） Ｒ１０ ２０２８ ①（塩冶）大学会館＜４－３＞ 

（８） Ｒ１１ ２０２９ ①（塩冶）大学会館＜４－４＞ 

（９） Ｒ１２ ２０３０ ①（川津）第二食堂＜２－１＞ 

（１０） Ｒ１３ ２０３１ ①（川津）第二食堂＜２－２＞ 
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【自己資金等（中規模改修）】 

更新想定時期 

改修・更新等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２ ①（川津）法文学部棟（LED）＜５－２＞ 

（２） Ｒ５ ２０２３ 
①（川津）大学会館（外壁）、②（川津）危険物薬品庫（外部改修）、③（川津）法文学部棟（LED）＜５－３＞、 

④（川津）教養講義室棟１号館（ＬＥＤ）＜２－１＞、⑤（塩冶）看護学科棟（ＬＥＤ） 

（３） Ｒ６ ２０２４ 
①（川津）教養講義室棟２号館（LED）、②（川津）教養講義室棟１号館（ＬＥＤ＜２－２＞、 

③（川津）車庫（外壁）、④（柴）テニスコート器具庫（外部改修） 

（４） Ｒ７ ２０２５ ①（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）（※分割整備） 

（５） Ｒ８ ２０２６ ①（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）（※分割整備） 

（６） Ｒ９ ２０２７ ①（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）（※分割整備） 

（７） Ｒ１０ ２０２８ ①（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）（※分割整備） 

（８） Ｒ１１ ２０２９ ①（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）（※分割整備） 

（９） Ｒ１２ ２０３０ ①（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）（※分割整備） 

（１０） Ｒ１３ ２０３１ ①（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）（※分割整備） 

 

 

（全学）省エネ環境整備（ＬＥＤ改修）※分割整備について 

 令和７年度以降のＬＥＤ改修は、蛍光管の製造終了（２０２７年末）を踏まえ、厳しい財政状況において本

計画を推進するため、利用時間や利用人数が多い講義室、実験室など教育研究活動への影響が大きい

範囲から精査した上で整備する計画へ変更する。 
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【自己資金等（ライフライン関係）】 

更新想定時期 

改修・更新等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２ ①（塩冶）ＲＩ・動物実験施設（１０号機）（ELV） 

（２） Ｒ５ ２０２３ 
①（塩冶）看護学科棟（空調用電気室改修）（空調）、②（大輪）前期課程校舎（空調）、 

③（川津）林産加工場（動物飼育）（空調） 

（３） Ｒ６ ２０２４ 

①（塩冶）看護学科棟（空調）、②（塩冶）医学図書館（空調）、③（川津）教育学部棟（空調）、 

④（川津）法文学部校舎・エスチュアリー研究センター（空調）、⑤（大輪）後期課程校舎（空調）、 

⑥（北陵）地域未来協創本部（空調） 

（４） Ｒ７ ２０２５ ①（全学）省エネ環境整備（空調改修）（※分割整備） 

（５） Ｒ８ ２０２６ 
①（川津）電話交換機、 

②（全学）省エネ環境整備（空調改修）（※分割整備） 

（６） Ｒ９ ２０２７ ①（全学）省エネ環境整備（空調改修）（※分割整備） 

（７） Ｒ１０ ２０２８ ①（全学）省エネ環境整備（空調改修）（※分割整備） 

（８） Ｒ１１ ２０２９ ①（全学）省エネ環境整備（空調改修）（※分割整備） 

（９） Ｒ１２ ２０３０ ①（全学）省エネ環境整備（空調改修）（※分割整備） 

（１０） Ｒ１３ ２０３１ ①（全学）省エネ環境整備（空調改修）（※分割整備） 

 

 

（全学）省エネ環境整備（空調改修）※分割整備について 

 令和７年度以降の空調改修は、厳しい財政状況において本計画を推進するため、運転時間（実績）と部局の利用

状況等を加味して改修範囲を精査した上で整備する計画へ変更する。  
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【自己資金等（新増改築・取壊し）】 

想定時期 

新増改築・取壊し等の内容 経過 

年数 

年度 

和暦 西暦 

（１） Ｒ４ ２０２２  

（２） Ｒ５ ２０２３  

（３） Ｒ６ ２０２４  

（４） Ｒ７ ２０２５  

（５） Ｒ８ ２０２６  

（６） Ｒ９ ２０２７  

（７） Ｒ１０ ２０２８  

（８） Ｒ１１ ２０２９  

（９） Ｒ１２ ２０３０  

（１０） Ｒ１３ ２０３１  
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（２）附属病院等 

 本学ＣＭＰに記載の「附属病院第Ⅱ期再整備計画」を踏まえ、既存施設の大規模改修及び改築等まで

に必要な中規模改修（性能維持）等を実施するため、病院収入等により年間５，０００万円程度（平準

化額）を確保する必要がある。 

 

（３）職員宿舎等 

別途、職員宿舎の集約・維持等に係る実施計画等に基づき、今後は異動教職員及び外国人留学生・研

究者等が活用可能な必要最小限の宿舎を維持し、その他の宿舎は廃止する方向であるが、既存の山代宿

舎（２棟）については、今後１０年程度の間は維持することから、年間２００万円程度の修繕費を確保

する必要がある。 

 

（４）保守点検等 

施設の適切な維持管理を行っていくためには、前述の改修等に加え、日常の「点検保守」「運転監視」

「緑地管理」「校地維持」「清掃」等に係る費用を確保し、「３．対象施設の現状と課題 （２）点検・

診断等の実施状況」に示す法定点検等について、確実に実施する必要がある。令和元年度維持管理費等

調書に基づく本学の実績額は次のとおり。 

 

○令和元年度維持管理費等調書（抜粋） 

項 目 教育研究施設等 附属病院 計（百万円） 

点検保守費 １０７ ８３ １９０ 

運転監視費 ５１ １１４ １６５ 

緑地管理費 ７ ２ ９ 

校地維持費 ４ ２ ６ 

清掃費 ２７ １０１ １２８ 

計（百万円） １９６ ３０２ ４９８ 
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